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１．総評

昨今の浸水被害や降雨の状況その他治水行政を取り巻く情勢を踏まえると、

河川・下水道対策だけでなく、流域での対策や減災の取組みも合わせた「総合

治水」を推進すること（H23.3.25 知事諮問事項）は重要であり、その足がか

りとして、全県レベルで総合治水に取組むことを宣言する「総合治水条例(以

下「条例」という。)」を全国に先駆けて制定することは高く評価できるもの

である。

特に、条例では、総合治水推進の理念を示すだけではなく、行政に加えて、

総合治水に取組む県民や事業者の責務や役割を明記している点や、条例に盛り

込んだ内容を実行するために地域毎に策定する「総合治水推進計画」の枠組み

を設けている点等は意義のあるものと考える。

したがって、当審議会においては、条例の目的や必要性については十分共通

認識を得られたものとし、引き続き条例の制定に向けた検証を進めるとともに、

条例が広く県民生活に浸透していくものになるよう期待するところである。

その上で、県から提示された条例の骨子案について、これまでの当審議会に

おける議論の中で出た意見を中間答申として取り纏めるものである。



２．兵庫県総合治水条例（仮称）骨子案に対する河川審議会の意見

項目 意 見

条例の必要性

や一般への周

知

①条例を広く周知し、理解を得るためには行政、県民等の各関係

主体の責務や役割を分かりやすく説明する工夫が必要である。

（技術的な側面から方策を細分化しているが、県民の視点から

すれば、共通点も多い。）

市町との連携 ②取組の推進にあたっては、市町から意見聴取を行い、十分な連

携を図る必要がある。

取組みを推進

するための仕

組 み （ 費 用 負

担等）

③条例に規定した取組みに実効性を持たせるためには、県民、事

業者にインセンティブを与えるような仕組み（公的補助、税制優

遇等）を併行して検討するとともに、多面的な効果の強調も工夫

すべきではないか。

④遊水機能を有する土地の所有者等、取組みによって「痛みを伴

う」者に対する費用負担や基準、指針等の支援策の考え方を整

理されたい。

開発に伴う調

整池の設置、

保全に係る財

産権や運用上

の課題

⑤開発者等に対して調整池設置や保全を求めることについて、財

産権の侵害にあたるという懸念がある一方、内在的制約に含ま

れるという見方もでき、慎重に検証して、基本的な考え方を示す

必要がある。

⑥「保全」については、調整池を「存置」するだけではなく、調整機

能の「維持」も視野に入れた上で弾力的な運用の考え方も盛り

込んでおくことが望ましい。

⑦調整池設置、保全に係る勧告、公表、命令等の仕組みについて

は、十分議論すべき。

総合治水推進

計画

⑧計画のイメージが掴みにくく、共通認識しにくいことから、流域全

体の話と地域の話をどう取り扱うのか等地域の概念をイメージし

やすくすることが望ましい。

⑨総合治水推進協議会の役割等を明確にし、当計画を市町や住

民の参画の下、地域の実情を反映したものとする姿勢を条例の

中で示す必要がある。

⑩計画策定にあたっては、住民参画のプロセスが、総合治水推進

協議会だけではないことを明確に打ち出すべき。


